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の給水装置(給水管や蛇口など）設置について、下記の事項を誓約いたします。

1. 止水栓より敷地側の給水装置は、自己管理とする。

2. 浄水器を設置する場合、浄水器以降の水質は自己管理とする。

3. 非常災害や水道施設が損傷した場合、復旧作業および断水することに対して

町に異議申し立てしないものとする。

※特記事項

・当該地または建物の売買・譲渡が行われた場合、この事項を次の所有者に

 引き継ぐ。

・給水装置を2名以上で所有する場合の維持管理は、当事者間で協議をする。

・給水装置の所有者は、使用者にもこの事項について理解を得る。
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